
 
平成 25 年 10 月 11 日 

国土交通航空局 

 

 

「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針」について 

 

１．背景 

第 183 回（平成 25年）国会において、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に

関する法律（平成 25年法律第 67号。以下「民活空港運営法」という。）が成立し、本年 7

月 25日から施行されたところである。今般、同法に基づき、民間の能力を活用した国管

理空港等の運営等に関する基本方針を定めることとする。 

 

２．概要 

①民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項 

②国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項 

※各空港において運営委託を実施するに際しては、地域の実情等を踏まえ、別途、PFI法に基づく実施方

針を個別空港ごとに定めることとなり、その中で下記事項に係る具体的内容を検討・決定する。 

以下の事項に係る基本的な考え方を記述 

  ・運営権の存続期間 

  ・運営権者による適正な空港運営の確保 

  ・施設整備に係る国と運営権者の役割分担 

  ・大規模災害等発生時の国と運営権者の役割分担 

  ・運営権者が提供するサービス水準 

  ・運営権者の選定 

  ・運営権者による円滑な事業開始 

  ・事業継続が困難となった場合の措置 

③空港の運営等と空港機能施設等の運営等との連携に関する基本的な事項 

④その他所要の事項を定める。 

 

３．スケジュール（予定） 

    告示日：平成 25年 11 月 1日（金） 

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省航空局航空ネットワーク企画課空港経営改革推進室 飯沼、大澄 

         連絡先：03-5253-8111（内線 49-190、49-109）   

03-5253-8715（直通） 

03-5253-1657（ＦＡＸ） 

 


